
【問い合わせ先】

ふるさとにもどってこんね奨学金を新設しました！！

～　将来、島原市にＵターンし、地元で活躍する意思のある人に奨学金を貸与します　～

貸付対象学校
①大学　　　　②短期大学　　　　③専修学校（専門課程）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※通信教育は対象となりません

貸  与  金  額 月額　５万円　　　（年額　６０万円）

貸  与  期  間 貸与の決定を受けた者が、在学している大学等の正規の修業期間

「ふるさとにもどってこんね奨学金」の決定を受けた者が、大学等を卒業後、3年以内に市内
に住所を有し、その後、5年間継続して就業（アルバイト等の非正規雇用を除く）した場合、
貸与を受けた奨学金の全額を免除

※上記要件を満たすことができなくなった場合には、貸与を受けた奨学金の全額を返還していただきます

返還免除条件

県外居住し県外の大学に
在学中（４年間）

卒業した月の翌月から
３年以内

５年間

奨学金の貸与総額
２４０万円

市内に住所を有し、就業 引き続き、市内に居住し、就業する

【担 当 課】 島原市教育委員会　教育総務課　 （有明庁舎） 【電　話】 ６８－１１１１　（内線 ６２１）　

出  願  資  格

次の要件すべてを満たす者
（１） 本人又は法定代理人が本市に住所を有し、市税の滞納がない者
（２） 大学等に在学している者　（申請年度新入学した者に限る。）
（３） 経済的理由により修学が困難な者
（４） 学業成績が優秀（次のいずれかの要件を満たす者）で、かつ品行方正である者
　　① 直近の大学入試センター試験の国語、数学、外国語のうち受験した科目の合計得点が、
　　　 満点の８０％以上
　　② 高等学校の５段階評価の平均値が ４．３以上
（５） 大学等を卒業後、市内に帰郷し就業する意思がある者

提  出  書  類

①奨学生願書　　　　　　②住民票謄本　　　　　　　　　③所得証明書
④市税の納税証明書　　　⑤学校長の奨学生推薦調書　　　⑥学業成績証明書
⑦志願者本人が自署した作文（１,２００字程度）
⑧大学入試センター試験の成績通知書（センター試験受験者に限る）

募  集  人  数 　上限 ３人

そ　 の　 他

・本市の貸付型奨学金との併願はできますが、併給はできません。
・他の奨学金との併用利用は可能です。
　　ただし、他の奨学金の制度において併用を認めていないものがありますので、
　　必ず確認してください。

募  集  期  間 平成２９年４月３日（月）　～　６月２３日（金）　【必着】

大学等卒業後、市内に居住し、地元で就業した場合、

奨学金全額の返還が免除されます

奨学金返還免除までの流れ （大学４年間受けた場合）
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